
令和 8年 1 月

市川市市川駅南口図書館 指定管理者 

 

市川駅南口図書館 えきなんギャラリー利用規定 
 
 

1. 利用場所 市川駅南口図書館 えきなんギャラリー 

 
 

2. 利用対象 市川市で活動する各種団体および個人 
 
 

3. 利用期間 当館の指定する期間の開館日 
 
 

4. 利用時間 開館時間内 

 

5. 展示作品 

・写真、絵画、書、手芸など美術作品（陶器等のオブジェは不可） 

・図書館に展示することを考慮し、読書環境を乱さない作品であること 
 
 

6. 利用制限 

・利用目的や展示作品が以下に該当する場合、利用をお断りする場合がある 

① 営利、政治、宗教活動などを目的とした作品 

② 公序良俗に反した作品 

③ 市川駅南口図書館長、指定管理者が不適当と認めた作品 

・作品展示以外の署名などの活動を禁止する 

 
 

7. 利用料金 無料 
 
 

8. 設置・撤去 

・展示作品の設置・撤去作業は、当館が指定する日に行い、利用者が主体となり作

業を行うこと 

・設置・撤去に係る費用は、利用者負担とする 
 
 

9. 作品に対する責任 展示中の作品に、火災、地震、盗難その他の不慮の事故による損

失、破損などが生じた場合、当館は責任の一切を負わない 

 
10. 本規定同意の証として、えきなんギャラリー使用申請書の提出を要する 


